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はじめに　

令和3年の通常国会において、「民法等の
一部を改正する法律」（令和3年法律第24号。
以下「改正法」という。）及び「相続等によ
り取得した土地所有権の国庫への帰属に関す
る法律」（令和3年法律第25号。以下「相続
土地国庫帰属法」という。）が成立した。

本稿では、両法律の背景・経緯等を紹介す
るとともに、その内容を概説する。なお、意
見にわたる部分は、立案担当者らの個人的見
解である。

第 1　背景・経緯等

不動産登記簿により所有者が直ちに判明し
ない、又は判明しても連絡がつかないいわゆ
る所有者不明土地については、その所有者を

探索するために戸籍等の収集や現地への訪問
等を要するなど、多大な時間と費用が必要と
なる。この結果、所有者不明土地がある場合
には、土地の利活用が困難となり、民間の土
地取引が阻害され、防災等の公共事業の用地
取得、森林の管理など様々な場面で支障を生
じさせているほか、土地が管理されずに放置
され、土地の管理不全化や周辺環境の悪化に
もつながっており、国民経済に著しい損失を
生じさせている。

平成29年度に地方公共団体が実施した地籍
調査事業（全国の土地のうち約63万筆を対象）
における土地の所有者等の状況に関する国土
交通省の調査結果によれば、不動産登記簿の
みでは所有者の所在が判明しなかった土地の
割合は約22.2％（筆数ベース）であり、その
発生原因としては、所有権の登記名義人が死
亡して相続が発生しているが、登記記録上は
登記名義人のままになっていること（相続登
記未了）が全体の約3分の2（約65.5％）を
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占め、所有権の登記名義人の住所が変更され
ているが、登記記録に反映されていないこと
（住所変更登記未了）が全体の約3分の1（約
33.6％）を占めていた。
法務省・法務局においても、これまでに民
事基本法制及び民事法務行政を所管する立場
から、様々な施策を実施してきているが、そ
の中でも、今回行われた不動産登記制度と不
動産の所有権を中心とした民事基本法制の見
直しは、所有者不明土地問題の抜本的な解決
を図るための施策と位置付けられるものであ
る。
両法律は、法制審議会の答申を経て立案さ
れた政府の提出法案が、令和3年4月1日に
衆議院本会議において、同月21日に参議院本
会議において、それぞれ全会一致により可決
されて成立したものであり、同月28日に公布
された。なお、衆議院法務委員会及び参議院
法務委員会においては、附帯決議がされてい
る（衆議院・参議院のウェブサイトを参照）。

第 2　両法律の概要

両法律の内容は、大別すると、①所有者不
明土地の発生予防の観点からのものと、②既
に発生している所有者不明土地の利用の円滑
化の観点からのものとに分かれる。
改正法のうち、不動産登記法の改正は、基
本的には①の観点からのものであり、民法の
改正は、基本的には②の観点からのものであ
る。また、相続土地国庫帰属法は①の観点か
らのものである。
両法律の内容は多岐にわたるが、以下では
その要点を概説する。

1 �　不動産登記法の改正（以下、改正法に
よる改正後の不動産登記法を「新不登法」
という。）
改正法では、所有者不明土地の発生予防の

観点から、その主要な発生原因である相続登
記の未了や住所変更登記等の未了に対応する
ため、これまで任意とされていた相続登記や
住所変更登記等の申請を義務付けるととも
に、その申請義務の実効性を確保するための
環境整備策を導入するなどしている（注1）。
また、所有者が不明なことによる弊害は建物
についても指摘がされていることから、建物
についても同様の方策を導入している。
⑴　相続登記未了への対応
ア　相続登記の申請の義務化
相続登記がされない原因としては、相

続登記の申請が義務とされておらず、か
つ、その申請をしなくても相続人が不利
益を被ることが少ないこと等が指摘され
ている。
そこで、改正法では、相続により不動

産の所有権を取得した相続人に対し、当
該所有権を取得したこと等を知った日か
ら3年以内に相続登記の申請をすること
を義務付け（注2）、正当な理由がない
のにその申請を怠ったときは、10万円以
下の過料に処することとしている（新不
登法第76条の2第1項、第164条第1項）。

イ　相続人申告登記
改正法では、相続登記の申請義務の簡

易な履行手段として、相続人申告登記を
新設している（新不登法第76条の3）。
相続人申告登記は、自らがその相続人

であること等を前記アの期間内に登記官
に対して申し出ることで、相続登記の申
請義務を履行したものとみなすものであ
り（新不登法第76条の3第1項・第2項）、
登記官は、所要の審査の上、申出をした
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相続人の氏名及び住所等を職権で登記に
付記するものである（同条第3項）。
なお、相続人申告登記の申出の手続等
の詳細については、今後、法務省令で定
められる（新不登法第76条の3第6項）。
ウ　所有不動産記録証明制度
現行法では、登記記録は土地や建物ご
とに作成されていて（物的編成主義）、
全国の不動産から特定の者が所有権の登
記名義人となっているものを網羅的に抽
出し、その結果を公開する仕組みも存在
しない。その結果、所有権の登記名義人
が死亡した場合に、その所有不動産とし
てどのようなものがあるかについて相続
人が把握しきれず、見逃された土地につ
いて相続登記がされないまま放置されて
しまう事態が少なからず生じていると指
摘されている。
そこで、改正法では、前記アの相続登
記の申請義務化に伴い、相続人において
被相続人名義の不動産を把握しやすくす
ることで、相続登記の申請に当たっての
当事者の手続的負担を軽減するとともに
登記漏れを防止する観点から、登記官に
おいて、特定の被相続人が所有権の登記
名義人として記録されている不動産を一
覧的にリスト化し、証明する所有不動産
記録証明制度を新設している（新不登法
第119条の2）。
また、ある特定の者が登記名義人とな
っている不動産を一覧的に把握するニー
ズは、より広く生存中の自然人のほか法
人についても認められると指摘されてい
ることから、併せて、これらの者につい
ても所有不動産記録証明制度の対象とし
ている。
エ　所有権の登記名義人の死亡情報につい
ての符号の表示

現行法の下では、特定の不動産の所有
権の登記名義人が死亡しても、申請に基
づいて相続登記等がされない限り、登記
記録からその死亡の有無を確認すること
はできない。もっとも、公共事業や民間
の事業の計画段階等においては、その確
認が可能になれば、所有者の特定やその
後の交渉に手間やコストを要する土地や
地域を避けることが可能になることか
ら、改正法では、登記官が、他の公的機
関（住基ネットなどが想定されている。
住所等についての情報連携の仕組みにつ
いては後記⑵参照）から取得した所有権
の登記名義人の死亡情報に基づいて不動
産登記に死亡の事実を符号によって職権
的に表示する制度を新設している（新不
登法第76条の4）。
なお、改正法では、この符号の表示を

広く実施していく観点から、住基ネット
以外の情報源（固定資産課税台帳等）か
らも死亡情報の把握の端緒となる情報を
取得することができるよう、その根拠規
定を整備している（新不登法第151条）。

⑵　住所変更登記等未了への対応
ア　住所等の変更登記の申請の義務化
所有権の登記名義人が住所等を変更し

てもその旨の登記がされない原因として
は、現行法では住所等の変更登記の申請
は任意とされており、かつ、変更をしな
くとも大きな不利益がないこと等が指摘
されている。
そこで、改正法では、所有権の登記名

義人の住所等について変更があったとき
は、その変更があった日から2年以内に
その変更登記の申請をすることを義務付
けるとともに、正当な理由がないのにそ
の申請を怠ったときは、5万円以下の過
料に処することとしている（新不登法第
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76条の5、第164条第2項）。
イ　他の公的機関との情報連携及び職権に

よる住所等の変更登記
改正法では、住所等の変更登記の申請

義務化に伴い、その手続の簡素化・合理
化を図る観点から、登記官が他の公的機
関（自然人については住基ネット、法人
については商業・法人登記のシステム）
から所有権の登記名義人の住所等の異動
情報を取得する仕組みを新設している。

その上で、登記官は、所有権の登記名
義人の住所等に変更があったと認める場
合には、職権で住所等の変更登記を行う
こととしている。

ただし、自然人については、DV被害
者等であって最新の住所を公示されるこ
とに支障がある者も存在し得ることや、
個人情報保護の観点から住民基本台帳を
閲覧することができる事由を限定してい
る住民基本台帳制度の趣旨等を踏まえ、
法務局側から、所有権の登記名義人に変
更登記をすることについて確認を行い、
変更について了解（法文上は「申出」）
を得たときに、登記官が職権的に変更登
記をすることとしている（新不登法第76
条の6ただし書）。

⑶　その他の改正
改正法では、形骸化した登記の抹消手続の

簡略化、所有権の登記名義人の国内連絡先の
登記の新設、登記所保有情報についての規律
の見直しがされている。

2 �　相続土地国庫帰属法（ 2においては、
引用条文は相続土地国庫帰属法を指す。）

⑴　制度趣旨等
都市部への人口移動や人口減少・高齢化の

進展等により、地方を中心に、土地の所有意
識が希薄化するとともに、土地を利用したい

というニーズも低下する傾向があるといわれ
ている。このような背景の下で、相続を契機
として望まない土地を取得した所有者の負担
感が増し、これを手放したいと考える者が増
加していることが、所有者不明土地を発生さ
せる要因となり、土地の管理不全化を招いて
いるとの指摘がある。

そこで、相続土地国庫帰属法は、相続等（相
続又は遺贈をいう。）により所有権を取得し
た相続人が土地を手放すことを認め、国庫に
帰属させることを可能としつつ、過度な管理
コストが国に転嫁されることやモラルハザー
ドを防止するために、その対象となる土地を
相続等により取得した土地のうち一定の要件
を充たすものに限定した上で、法務大臣が要
件の存在を確認の上で承認することとしてい
る（詳細については、今後、政省令で定めら
れる。）。 
⑵　承認の要件等

国庫帰属が承認されるためには、対象土地
が通常の管理又は処分をするに当たり過分の
費用又は労力を要する土地に当たらないこと
が必要である。例えば、①建物の存する土地、
②担保権等が設定されている土地、③通路そ
の他の他人による使用が予定される土地、④
土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染
されている土地、⑤崖がある土地のうち、そ
の通常の管理に当たり過分の費用又は労力を
要するもの、⑥土地の通常の管理又は処分を
阻害する工作物等が地上に存する土地、⑦除
去しなければ土地の通常の管理又は処分をす
ることができない有体物が地下に存する土
地、⑧隣接する土地の所有者その他の者との
争訟によらなければ通常の管理又は処分をす
ることができない土地などは、国庫帰属が認
められない（第2条、第5条）。

法務大臣は、承認をするか否かを判断する
に際し、その職員（法務局の職員が想定され
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ている。）に立入調査を含む事実の調査をさ
せることができ、地方公共団体等の関係機関
等に対して資料の提供等を求めることができ
る（第6条、第7条）。
⑶　負担金の納付・国庫帰属の時期
法務大臣による承認があったときは、承認
申請者は、負担金（国有地の種目ごとにその
管理に要する10年分の標準的な費用の額を考
慮して政令で定めるところにより算定され
る。）を納付しなければならない（第10条第
1項）。承認申請者が負担金を納付したとき
は、その納付の時において、承認に係る土地
の所有権は、国庫に帰属する（第11条第1項）。

3 �　民法等の改正（以下、改正法による改
正後の民法を「新民法」という。）
改正法では、土地の利用の円滑化の観点か
ら、民法の財産管理制度、共有制度、相続制
度及び相隣関係規定の見直しを行っている。
⑴　財産管理制度の見直し
ア　所有者不明土地・建物管理制度
現行法上、所有者不明土地・建物を管
理するために、不在者財産管理制度や相
続人不分明の場合の相続財産管理制度が
利用されているが、問題となっている土
地・建物だけでなく、不在者等の財産全
般を管理することになり、費用対効果の
観点からは合理性に乏しいとの指摘があ
った。
改正法では、所有者不明土地・建物の
適正かつ円滑な管理を実現するため、所
有者を知ることができず、又はその所在
を知ることができない土地・建物につい
て、裁判所が、利害関係人の請求により、
管理人による管理を命ずる処分をするこ
とを可能とする所有者不明土地・建物管
理制度を創設している（新民法第264条
の2～第264条の8）。

イ　管理不全土地・建物管理制度
現行法上、所有者による管理が適切に

行われず、荒廃して近隣に悪影響を与え
るなど管理不全状態にある土地・建物に
ついては、物権的請求権や不法行為に基
づく損害賠償請求権といった権利を行使
することによって、一定の対応がされて
きた。もっとも、所有者に代わる管理人
を選任し、土地・建物を管理させる仕組
みは存在しないため、管理不全状態にあ
る土地・建物について継続的な管理を行
うことができず、土地・建物の状態に応
じた適切な管理を行うことに困難を伴う
などの問題があった。
改正法では、管理不全状態にある土

地・建物の適切な管理を実現するため、
所有者による土地・建物の管理が不適当
であることによって他人の権利や法律上
保護される利益が侵害され、又はそのお
それがある場合において、必要があると
認めるときは、裁判所が、利害関係人の
請求により、当該土地・建物を対象とし
て、管理人による管理を命ずる処分をす
ることを可能とする管理不全土地・建物
管理制度を創設している（新民法第264
条の9～第264条の14）。

⑵　共有制度の見直し
ア　不明共有者がいる場合の共有物の変
更・管理
現行法では、共有者の一部が不特定又

は所在不明である場合（以下、不特定又
は所在不明である共有者を「不明共有者」
という。）には、共有物の変更行為に必
要な共有者全員の同意を得ることができ
ないし、管理行為に必要な共有者の過半
数による決定もすることができないこと
があり得る。
改正法では、共有物の利用を促進する

005-012_特集-民事基本法制.indd   9005-012_特集-民事基本法制.indd   9 2021/09/30   19:342021/09/30   19:34



10

RETIO.  NO.123  2021年秋号  

観点から、共有者の一部が不特定又は所
在不明である場合には、裁判を得て、不
明共有者以外の共有者全員の同意により
共有物に変更を加え、又は不明共有者以
外の共有者の持分の過半数により管理に
関する事項を決することを可能としてい
る（新民法第251条第2項、第252条第2
項第1号）。なお、改正法は、共有物の
変更行為のうち、その形状又は効用の著
しい変更を伴わないものについては、共
有者の持分の過半数による決定で足りる
とするなど、「管理」の範囲を拡大・明
確化している。
イ　不明共有者がいる場合の不動産の共有
関係の解消
共有者の一部が不特定又は所在不明で
ある場合に、共有物分割訴訟により共有
関係を解消することが考えられるもの
の、全ての共有者を当事者として訴えを
提起しなければならないなど、手続上の
負担は小さくない。
改正法では、不動産の共有関係を円滑
に解消する観点から、申立人である共有
者を当事者とし、不明共有者を名宛人と
して、それ以外の共有者は当事者とも名
宛人ともしない裁判により、不明共有者
の不動産の持分を他の共有者が取得する
ことを可能としている（新民法第262条
の2）。
改正法では、さらに、不明共有者の持
分を申立人である共有者が取得するとい
うプロセスを経ずに、不明共有者以外の
共有者が不明共有者の持分を含む不動産
全体を直接第三者に譲渡し、共有関係を
解消することを可能としている（新民法
第262条の3）。
なお、これらの不動産の共有関係の解
消の仕組みは、相続によって生じた遺産

共有関係にも適用されるが、相続開始の
時から10年を経過している必要がある
（新民法第262条の2第3項、第262条の
3第2項）。

ウ　その他
改正法では、共有者が選任する共有物

の管理者のルールの整備など、共有物の
管理に関する規律等の整備がされている
（注3）。

⑶　相続制度の見直し（長期間経過後の遺産
分割の見直し等）
遺産共有の状態にある土地等の財産の利用

を促進し、適切な管理を図るためには、早期
に、かつ、円滑に遺産分割を実施して、遺産
共有関係をできるだけ解消することが重要で
あるが、現行法には、具体的相続分による遺
産分割を求めることができる期間に特段の制
限はない。
改正法では、相続開始時から10年を経過し

た遺産分割は、その10年を経過する前に相続
人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
を除き、具体的相続分ではなく、法定相続分
又は指定相続分によりすることとし（新民法
第904条の3）、具体的相続分による分割を求
める相続人に早期の遺産分割請求を促すとと
もに、期間経過後においては、具体的相続分
の算定を不要として、円滑な分割を可能とし
ている。
このほか、改正法では、相続人不分明の場

合の相続財産の清算手続の合理化等の見直し
がされている。
⑷　相隣関係規定の見直し
ア　隣地使用権の規律の整備
現行法上、土地所有者は、境界又はそ

の付近において障壁又は建物を築造し又
は修繕するために必要な範囲内で、隣地
の使用を請求することができる（現行民
法第209条第1項本文）。しかし、「隣地
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の使用を請求することができる」の具体
的意味が判然とせず、特に、隣地所有者
が所在不明である場合等で対応が困難で
あった。
改正法では、土地所有者は、隣地所有
者の承諾がなくとも、隣地を使用する権
利を有することを明記し（新民法第209
条第1項本文）、隣地の使用方法の限定
や事前通知等の規律を設けるなどしてい
る（同条第2項～第4項）。
イ　ライフラインの設備設置権等の規律の
整備
現行法上、土地所有者が、電気、ガス、
水道等の各種ライフラインを引き込むた
めに、他の土地や他人の設備を使用する
場合の規定がないため、特に、他の土地
等の所有者が所在不明である場合等で対
応が困難であった。
改正法では、各種ライフラインを引き
込むことができない土地の所有者は、他
の土地等にその引込みのための設備の設
置等をすることができる権利を明記し、
併せて、事前通知や償金等の規律を整備
している（新民法第213条の2、第213条
の3）。
ウ　越境した枝の切取り
現行法上、土地所有者は、隣地の竹木
の枝が境界線を越えるときは、竹木所有
者に対して枝を切除させることができる
が（現行民法第233条第1項）、自らその
枝を切り取ることはできない。
改正法では、土地所有者は、竹木所有
者に催告しても越境した枝が切除されな
い場合や竹木所有者が不明の場合等に、
自ら枝を切り取ることができるとしてい
る（新民法第233条第3項）。
また、竹木の円滑な管理を実現する観
点から、竹木が共有物である場合に、各

共有者は、越境した枝を切り取ることが
できるとしている（新民法第233条第2
項）。

4 　施行期日等
相続土地国庫帰属法（前記2）及び改正法

のうち民法等の改正に関する部分（前記3）
については、公布の日（令和3年4月28日）
から2年以内（具体的な施行期日は政令で制
定。以下同じ。）に施行することとしている
（相続土地国庫帰属法附則第1項、改正法附
則第1条本文）。
また、改正法のうち不動産登記法の改正に

関する部分（前記1）については、段階的に
順次施行することとしている。具体的には、
相続登記の申請の義務化（前記1⑴ア）や相
続人申告登記（同イ）に関する規定について
は公布の日から3年以内、所有不動産記録証
明制度（同ウ）、符号の表示制度（同エ）、住
所変更登記等未了への対応（前記1⑵）とい
った他の公的機関とのシステム連携を前提に
した施策等に関する規定については公布の日
から5年以内に施行することとし、それ以外
は公布の日から2年以内に施行することとし
ている（改正法附則第1条本文・第2号・第
3号）。
このほか、改正法においては、その施行に

伴う所要の経過措置や関係法律の規定の整備
等がされている（改正法附則第2条～第33
条）。このうち、経過措置に関しては、例えば、
相続登記や住所等の変更登記の申請義務に係
る規定（前記1⑴ア、⑵ア）については、そ
の施行日前に相続の開始等や住所等の変更が
あった場合にも適用することとした上で、登
記の申請に必要な期間を確保する観点から、
少なくとも施行日から一定の猶予期間（相続
登記につき3年間、住所等の変更登記につき
2年間）を置くこととしている（改正法附則
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第5条第6項・第7項）。また、長期間経過
後の遺産分割の見直しの規定（前記3⑶）に
ついては、その施行日前に相続が開始した遺
産の分割にも適用することとした上で、相続
人に不測の損害が生ずることがないよう、少
なくとも施行日から5年間は、具体的相続分
による遺産分割を求めることができることと
して、猶予期間を設けている（改正法附則第
3条）。

（注 1）登記の申請を義務化するに当たっては申
請人の費用面での負担軽減を図ることも重要で
あると指摘されている（衆議院法務委員会及び
参議院法務委員会の附帯決議参照）。令和 3年
度与党税制改正大綱においては、法務省の税制
改正要望を受けて、「所有者不明土地等問題の
解決に向けて、相続発生時における登記申請の
義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不

動産登記法等の見直し・・・の成案を踏まえ、
令和 4年度税制改正において必要な措置を検
討する」こととされている。法務省としては、
登録免許税の負担軽減を適切に図る観点から、
引き続き令和 4年度税制改正に向けて取組を
進めていく予定である。

（注 2）改正法では、遺贈（相続人に対する遺贈
に限る。）により所有権を取得した者や、法定
相続分での相続登記がされた後に遺産分割があ
った場合において当該遺産分割によって法定相
続分を超えて所有権を取得した者に対しても、
所有権の移転の登記の申請を義務付けている
（新不登法第76条の 2第 1項後段・第 2項）。
（注 3）なお、共有私道の保存・管理等に関する
事例研究会「複数の者が所有する私道の工事に
おいて必要な所有者の同意に関する研究報告書
～所有者不明私道への対応ガイドライン～」（平
成30年 1月）は、今般の民法改正を踏まえて
改訂が予定されている。
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